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研究要旨 

目的：本研究の目的は、ストレスチェック制度について、１）その実施状況および労働者の健康・生産

性への効果を評価し、２）制度の課題を明らかにし、３）効果的な実施上の工夫を提案することである。 

方法： 【１．ストレスチェック制度の評価】１）労働者約 4000名のコホートによりストレスチェック

制度の実施状況および制度の効果を評価した。２）454 事業場の追跡調査により法制度施行後のストレ

スチェック制度の実施状況、ストレスチェック制度の実施と職場のメンタルヘルスに対する事業者の意

識や活動との関連、および費用を検討した。３）平成 25 および 27 年、平成 28 年労働安全衛生調査の

個票データを用いてストレスチェックおよび職場環境改善と仕事関連ストレスとの関連を検討した。

４）３事業場を対象にストレスチェック制度の実施状況と効果を検討した。【２．ストレスチェック制

度の実施上の工夫】１）教育研修、ストレスマネジメントの工夫のために個人向けストレス対策のガイ

ドライン（セルフケアガイドライン）をアップデートした。個別面接支援マニュアルおよびそのクイッ

ク版を作成し、試行、効果評価の上で完成させた。２）産業保健スタッフ等を対象としたインタビュー、

意見交換会を開催し、ストレスチェック制度の課題と工夫についての情報を収集した。ストレスチェッ

ク制度を利用した職場環境改善スタートのための手引きを作成した。３）文献調査とインタビュー調査、

２つのモデル事業場、ファシリテータ研修の参加者へのヒアリング、良好事例収集を元に、参加型職場

環境改善のマニュアルを開発した。４）厚生労働省が示す職業性ストレス簡易調査票を用いた高ストレ

ス者の判定基準の妥当性について、ウェブ調査、１年間の前向き研究により検討した。５）ストレスチ

ェック制度における医師による面接指導およびその後のフォローアップの効果的な進め方について産

業医等へのヒアリング、調査を行い、ヒント集を作成した。

結果：【１】１）医師面接と職場環境改善に対する労働者による有用性評価は高かった。ストレスチェ

ック後の職場環境改善は労働者の心理的ストレスの改善および生産性の増加に効果があると思われた。

２）ストレスチェックの実施率、受検率は高かったが、高ストレス者の中の面接指導実施者の割合は少

なかった。職場環境改善の実施は約４割で、増加傾向にあった。ストレスチェック制度の実施により事

業場の職場のメンタルヘルスに対する意識や対策が促進されていた。費用は従業員１人あたり 1700 円

前後であった。３）平成 25、27, 28 年労働安全衛生調査の解析では、ストレスチェック後の職場環境

改善が労働者の仕事関連ストレスと有意な負の関連を示した。４）集団分析を実施しながらも職場環境

改善活動が実施されなかった事業場では、制度の導入後に労働者の心理的な負担の軽減は見られなかっ

た。【２】１）個人向けストレス対策のガイドライン（セルフケアガイドライン）をアックデートし、

個別面接支援マニュアル・クイック版を完成した。２）「ストレスチェック制度を利用した職場環境改

善スタートのための手引き」および「いきいき職場づくりのための参加型職場環境改善の手引き」を完

成した。３）労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルで推奨されている高ストレ

スの判定法には一定の妥当性があることがわかった。４）「ストレスチェック制度における医師による

面接指導のヒント集」を完成させた。

結論：ストレスチェック制度施行１，２年目には、実施事業場の割合および受検率は高く、医師面接の

割合は低かった。職場環境改善の実施は増加傾向にあり、労働者の仕事関連ストレスの軽減、生産性の

向上に効果がある可能性が示された。現在推奨されている高ストレス者の判定法の妥当性が確認された。

セルフケア支援、職場環境改善（導入版と参加型職場環境改善）、医師による面接指導のためのマニュ

アル等が完成した。今後の課題として、①結果通知、ストレスマネジメントの情報提供の方法の改善、

②ストレスチェック後の職場環境改善の普及（効果的な手法の普及、ツール開発、ファシリテータ研修）、

③医師面接の実施率の向上あるいは法定外の健康相談を推奨する取り組み、④中規模事業場での取り組

みの推進、⑤各事業場での PDCA を回す取り組みを推進することがあげられた。
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Ａ．はじめに 

本研究の目的は、平成 27 年 12 月に施行され

た改正労働安全衛生法に基づくストレスチェッ

ク制度について、（１）制度の実施状況、制度実

施による労働者の健康状況や勤務環境の変化（例

えば、高ストレス者の状況、メンタルヘルス不調

による休職等の状況、職場環境の変化、事業者の

意識の変化、労働生産性の向上等）への効果につ

いて評価を行うこと、（２）制度の運用上の課題

を明らかにし、効果的な実施上の工夫を検討する

ことである。以上から、ストレスチェック制度の

実施状況および効果評価の結果を多面的に明か

にし、よりよい制度への提言を行う。またストレ

スチェック制度の実施上の工夫のためのマニュ

アルを成果物として作成する。 

 

Ｂ．対象と方法 

１．ストレスチェック制度の効果評価 

１）全国調査による制度評価：労働者調査（主任

研究者、川上憲人） 

ストレスチェック制度の実施状況と効果を評価

するために、2015年 12月（および 2016年 2月）

から労働者約 4000 名のコホートを開始し、制度

施行後１年目および２年目にあたる 2016年 12月

および 2017年 12月に追跡調査を実施した。この

データを解析し、ストレスチェック制度の実施状

況および心理的ストレス反応、生産性等への効果

を評価した。 

インターネット調査会社に登録している日本

国内常勤労働者3915名が2015年12月ないし2016

年 2月にベースライン調査に回答した。制度施行

後の 2016 年 12 月初旬に１年目調査を実施した。

うち常勤で雇用されていた者対して、2017 年 12

月初旬に 2年目調査を実施した。回答者中、フル

タイム労働者のみを解析した。１，２年目調査で

は過去１年間のストレスチェック制度の実施状

況についてたずねた。また労働者の心理的ストレ

ス反応、労働生産性、疾病休業、医療費を測定し

た。制度の実施状況、労働者からみた有用性を集

計した。アウトカムの変化に対するストレスチェ

ックの受検、職場環境改善、医師面接の影響を、

前値および基本属性を調整して解析した。 

２）全国調査による制度評価：事業場調査（主任

研究者、川上憲人） 

平成 27-29年度にかけて事業場を対象とした追

跡調査を行い、法制度施行後１，２年目のストレ

スチェック制度の実施状況、職場のメンタルヘル

スに対する事業者の意識や活動、および関連する

費用を検討した。 

平成 27年 11月～平成 28年 2月に 50人以上の

労働者を雇用する企業 4500 社を対象として、郵

送法によるベースライン調査を実施し、回答事業

場に対して平成 29 年 1～3 月に１年目、平成 30

年１～３月に２年目の追跡調査を実施した。調査

票では、事業場の基本的属性、前年１年間のスト

レスチェックの実施状況、職場のメンタルヘルス

に関する事業者の意識、実態、対策、ストレスチ

ェック制度に関わる費用について質問した。 

３）ストレスチェック、および職場環境改善の実

施と労働者の仕事関連ストレスとの関連： 

労働安全衛生調査に基づく研究（研究協力者、渡

辺和広） 

本研究は、日本の代表標本に基づく調査である

労働安全衛生調査 (実態調査) の個票データを

二次解析して、(労働安全衛生法に基づく) スト

レスチェック、および (ストレスチェック後の) 

職場環境改善の実施と労働者の仕事関連ストレ

スとの関連を検討することを目的とした。 

厚生労働省が実施した調査データを改正労働

安全衛生法施行の前後に分けて、以下の 2つの研

究を実施した：(1) 平成 25年、および平成 27年

の労働安全衛生調査のデータを用いた連続横断

研究、(2) 平成 28 年の労働安全衛生調査のデー

タを用いた横断研究。これらはいずれも日本全国

から無作為抽出された事業所、および労働者を対

象としていた。曝露要因として、事業所で (法定

の) ストレスチェック、および (ストレスチェッ

ク後の) 職場環境改善を実施しているか、アウト

カムとして、労働者の仕事関連ストレスの有無、

およびその内容数を尋ねた。 

４）既存コホートを活用したストレスチェック制

度の効果評価（分担研究者、井上彰臣） 

本研究は、平成 27年 12月 1日より義務化され

た「ストレスチェック制度」の導入による労働者

の健康状況や勤務環境の変化（高ストレス者の状

況、メンタルヘルス不調による休職等の状況、職

場環境の変化、労働生産性の向上等）を定量的に

評価し、「ストレスチェック制度」が労働者のメ

ンタルヘルス不調の未然防止（一次予防）に寄与
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しているかを明らかにするため、3 年間の研究期

間において、以下の調査を実施した。（1）平成 27

年度：文部科学省科学研究費補助金（新学術領域

研究（研究領域提案型））「現代社会の階層化の機

構理解と格差の制御：社会科学と健康科学の融

合」（略称：「社会階層と健康」）によって確立し

た既存コホート（4 事業場：情報サービス業の本

社および支社、製薬業の本社、製造業の支社）の

データを活用し、「ストレスチェック制度」導入

前における労働者の心理的な負担の程度を把握

した。（2）平成 28 年度：前述の 4 事業場の産業

医を対象に、義務化されて初めての「ストレスチ

ェック制度」について、その具体的な実施状況を

尋ねる聞き取り調査を行った。（3）平成 29年度：

前述の 4事業場のうち、同意の得られた 3事業場

（情報サービス業の本社および支社、製薬業の本

社）を対象に、「ストレスチェック制度」導入か

ら 1年が経過した時点における労働者の心理的な

負担の程度を把握し、本制度の導入前後における

経年変化を定量的に評価した。 

２．ストレスチェック制度の実施上の工夫 

１）教育研修、ストレスマネジメントの工夫の検

討（分担研究者、島津明人） 

本研究の目的は，ストレスチェックに連動した

教育研修，ストレスマネジメントの工夫の検討を

行うことである。1 年目の平成 27 年度では，平成

21－23 年度に作成された科学的根拠（EBM）に

基づく個人向けストレス対策のガイドライン（セ

ルフケアガイドライン）に関して，作成後に発表

された科学的根拠のレビューを行い，ガイドライ

ンの内容をアップデートした。2 年目の平成 28

年度では，ストレスチェックの結果を受け取った

労働者のセルフケア支援を，個別面接によって行

う際の手順と必要なツールをまとめたマニュア

ル（バージョン 1）を作成した。3 年目の平成 29

年度では，平成 28 年度に作成した個別面接支援

マニュアル（バージョン 1）のうち主要な内容を

抽出したマニュアル（バージョン 2）を作成し，

ストレスチェック実施後にマニュアルを活用し

た面接をモデル事業所で実施してその効果評価

を行うとともに，専門家からの意見を収集し，マ

ニュアルをバージョン 3 として完成させた。

２）ストレスチェック制度の課題の抽出に関する

研究およびストレスチェック制度を利用した職

場環境改善スタートのための手引きの作成（分担

研究者、小田切優子）

本研究では、平成 27 年度においては、産業保

健スタッフ等を対象としたインタビューを行っ

て、事業場が直面する運用上の課題について情報

を収集した。平成 28 年度は、スタートから 1 年

となる平成 28年 11月の時点で、多様な企業の産

業保健スタッフ、人事労務担当者等を対象にワー

ルドカフェ形式の意見交換会を開催し、ストレス

チェック制度の課題と工夫についての情報を収

集した。平成 29 年度は、職場環境改善の重要性

は認識しているもののなかなか実施できていな

い事業場が多く、課題として挙げていたことから、

ストレスチェックの実施から職場環境改善への

ハードルを低くする一助となることを目的に、

「ストレスチェック制度を利用した職場環境改

善スタートのための手引き」の作成を行った。こ

のために「いきいき職場づくりファシリテータ研

修」において、ストレスチェックの実施や集団分

析の活用方法等に関する課題や工夫している点、

職場環境改善の進め方（つなぎ方）について意見

交換の時間を設け、情報を収集した。

３）職場環境改善の工夫の検討（分担研究者、吉

川 徹）

 本研究ではストレスチェック制度における職

場環境改善の工夫のための参加型職場環境改善

のマニュアルを開発した。（１）ストレス対策と

しての組織レベル介入（職場環境改善）のシステ

マティックレビュー文献調査と先駆的事業場に

おけるインタビュー調査、（２）２つのモデル事

業場における職場環境改善の介入調査を行い、職

業性ストレス簡易調査票（57項目）等を用いて前

後比較を実施、ストレスチェック制度を活用した

職場環境改善の取り組みの工夫の視点を検討し

た。（３）ファシリテータ研修の参加者を対象に、

ストレスチェック制度運用に関する現状と課題

および職場環境改善を実施する際の工夫に関し

て検討した。（４）職場環境改善の工夫について

良好事例収集を行なった。（５）これらの知見を

元に、最終的に職場環境改善の工夫に関するマニ

ュアルとして、「いきいき職場づくりのための参

加型職場環境改善の手引き-仕事のストレスを改

善する職場環境改善のすすめ方（改定版）」を開

発した。

４）科学的根拠によるストレスチェック質問票と

判定基準の設定（分担研究者、堤 明純）

本研究の目的は、職業性ストレス簡易調査票と

国が示す簡略版について、メンタルヘルス不調の

予測妥当性、ストレス対策の効果の観点から、効

率的に高ストレス者を判定できる項目と基準を

検討すること、および、職場環境改善のための職

場のストレス評価の効果的な方法を検討するこ

とにあり、３年間で以下の研究成果を得た。 

（１）職業性ストレス簡易調査票と K6 を同時に

測定するウェブ調査を実施して、K6 で評価され

るケースをアウトカムとするROC分析を行った。 

（２）職業性ストレス簡易調査票を用いた高スト

レス者の判定基準の予測妥当性を異職種の事業

場における約１年間の前向き研究で検討した。
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（３）職業性ストレス簡易調査票以外の項目の予

測妥当性を検証するために、新職業性ストレス簡

易調査票を用いて１週間以上の疾病休業を予測

する項目の抽出を試みた。 

（４）複数のカットオフポイントを設定したシミ

ュレーションで、労働安全衛生法に基づくストレ

スチェック制度実施マニュアルが推奨する高ス

トレス者の抽出の適切さを検討した。 

５）ストレスチェック制度における医師による面

接指導およびフォローアップのあり方に関する

研究（分担研究者、廣 尚典） 

本研究の目的は、ストレスチェック制度におけ

る医師による面接指導およびその後のフォロー

アップの効果的な進め方について検討を行い、そ

のガイドラインを作成することである。 

まずストレスチェック制度と類似の活動につ

いての国内の文献調査を行った。ストレスチェッ

クと類似の取り組みを行った経験があり、産業保

健活動を主な業務としている医師によるグルー

プ討議と、産業保健に関わった経験が豊富な精神

科医によるグループ討議を実施した。産業医科大

学の専門性の高い産業医を育成する卒後コース

を修了し、現在産業保健活動を主たる業務として

いる医師 203名に Web調査を実施した。さらにこ

の領域に豊富な経験を有する医師から、グループ

討議形式による聞き取り調査を実施した。以上か

ら作成したストレスチェック制度における医師

面接のガイドラインの骨子について、現在産業医

活動に従事している医師会所属の医師に対して、

ガイドラインの骨子の各項目について重要性と

実施可能性を質問票調査によって確認した。現在

産業医業務を主な職務としている医師および産

業精神保健活動に関わっている精神科医を対象

としたグループ討議による聞き取り調査を行い、

ガイドラインの骨子の各項目について、特に強調

すべき点、留意すべき点などをまとめた。 
 

Ｃ．結果 

１．ストレスチェック制度の効果評価 

１）全国調査による制度評価：労働者調査 

１年目調査には 2,599名から回答を得た。２年

目調査では 1936 名から回答を得た。１年目およ

び２年目にストレスチェックの実施があったと

回答したのはそれぞれ 46%および 50%であった。

受検率は約９%、高ストレス者は受検者のうち

14-19％、高ストレス者のうち医師面接の申し出

は 16-17％、ストレスチェック後の職場環境改善

は 2-3％の回答者が経験していた。事業場規模が

小さいほど、ストレスチェックの実施および職場

環境改善の頻度が低かった。それぞれの実施状況

は、性別、年齢、職種、地域などで偏りがあった。

ストレスチェック制度の各プログラムへの有効

性の評定は、医師面接、職場環境改善で 50％以上

と高かったが、個人結果の返却、ストレスマネジ

メントの情報提供では約３割と低かった。２年目

の調査では、ストレスチェックを受検しなかった

理由は「時間がない」「必要性を感じなかった」

が、また医師面接を受けなかった理由は「必要性

を感じなかった」、「どのように役立つのかが分か

らなかった」が多かった。ストレスチェックにお

ける不利益取扱は回答者の１％が報告していた。 

ストレスチェック後の職場環境改善は１年目

には心理的ストレス反応の改善に有意な効果を

示した。ストレスチェック後の職場環境改善は２

年間の労働生産性の増加と有意な関連性を示し

た。 

２）全国調査による制度評価：事業場調査 

ベースライン調査への回答事業場は 454件（回

収率 10.1％）、１年目および２年目の追跡調査の

回答事業場はそれぞれ 316件（追跡率 69.6％）お

よび 252件（同 55.5％）であった。ストレスチェ

ックを実施した事業場は１年目は 87％、２年目は

90％であった。産業医等、精神科医等、看護師・

保健師。カウンセラーや臨床心理士が事業場にい

る場合にストレスチェック制度が実施される傾

向にあった。ストレスチェックの受検率は約８割

の事業場で 80％以上であった。高ストレス者の頻

度は、10％以上 20％未満、5%以上 10％未満との

回答が多かった。高ストレス者のうち医師の面接

指導実施者の割合は、5%未満が半数余りを占めて

いた。ストレスチェック後の職場環境改善活動は

１年目は 37％、２年目は 44％が実施した。スト

レスチェック制度を実施した事業場では、未実施

の事業場にくらべてメンタルヘルス対策への重

要性の意識が向上し、早期発見と対応、職場環境

改善が新規に開始された。ストレスチェック制度

の費用は従業員１人あたり中央値で１年目 1,743

円、２年目 1,666円であった。１、２年目とも経

費の半分がストレスチェックの外注費であった。 

３）ストレスチェック、および職場環境改善の実

施と労働者の仕事関連ストレスとの関連：労働安

全衛生調査に基づく研究 

2 つの研究の結果、ストレスチェックを実施す

ることは、労働者の仕事関連ストレスと有意な関

連を持たないか、むしろ有意な正の関連を示した。

一方、職場環境改善の実施は、労働者の仕事関連

ストレスと有意な負の関連を示した。さらに、ス

トレスチェックと職場環境改善の交互作用項は、

解析の一部において有意な関連を示しており、こ

れらはいずれも、職場環境改善をストレスチェッ

クと同時に実施することが労働者の仕事関連ス

トレスの低さと関連することを示していた。 

４）既存コホートを活用した効果評価 

いずれの事業場においても、本制度の導入によ
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って労働者の心理的な負担が軽減されたとは言

えなかった。努力義務である集団分析を実施しな

がらも、その結果に基づく安全衛生委員会での審

議や具体的な職場環境改善活動が実施されなか

ったこと、人事異動に伴うメンバー構成の変化、

外部査察への対応に伴う業務の繁忙化などが結

果に影響を及ぼした可能性が考えられた。 

 

２．ストレスチェック制度の実施上の工夫 

１）教育研修、ストレスマネジメントの工夫の検

討 

文献レビューの結果，最終的に 44 編の論文が

取り込み基準に合致する対象となった。1 時間以

内の実施時間でも効果が認められた介入や，マイ

ン ド フ ル ネ ス ， ACT （ Acceptance and 

Commitment Therapy），ヨガなどで効果が認め

られた介入が存在した。 

 個別面接支援マニュアル（バージョン 1）につ

いて、従業員と面接を行う可能性がある産業保健

スタッフ（産業医，保健師，看護師，臨床心理士

など）を対象として，マニュアル（バージョン 1）

に関する意見収集を行った。その結果，難易度（分

かりやすさ），ボリューム，有用性について肯定

的な回答が多く得られた。主要な内容を抽出し，

解説編と事例編構成から構成されるクイックマ

ニュアル（バージョン 2）を作成した。マニュア

ル（バージョン 2）を用いた保健師・看護師によ

る個別支援面接により，面接対象者のストレッサ

ーとストレス反応が低減し，社会的支援，満足度

が向上するという望ましい効果が得られた。最終

的に，産業保健の専門家の意見，効果評価の結果

を踏まえ，最終的に解説編と事例編の 2 部から構

成されるマニュアル（バージョン 3）を完成させ

た。 

２）ストレスチェック制度の課題の抽出に関する

研究およびストレスチェック制度を利用した職

場環境改善スタートのための手引きの作成 

 制度施行前には、メンタルヘルス対策として健

康管理室主導で実施されてきたストレス調査が

良好に機能していたにもかかわらず、回答の秘匿

性などを心配して受検率が下がる可能性、必要な

労働者が必ずしも医師による面談を希望しない

ことにより健康管理室からアクセスしにくくな

る恐れが指摘されていた。また、社会保険労務士

によると、従業員 50 人未満の事業場ではストレ

スチェックに関心をもっている事業場はほとん

どなく、50 人以上の事業場でも平常時の復職面談

や健診事後措置に産業医が手いっぱいであると

のことで、ストレスチェック制度をもって中小規

模事業場にメンタルヘルス対策を浸透させてい

くためには課題が大きいと思われた。 

 制度施行１年目には課題として、①ストレスチ

ェックの実施および実施体制の課題、②調査票の

技術的な不明点、③受検率・医師の申し出率の低

さ、④集団分析・職場環境改善の課題、⑤ストレ

スチェック制度の効果が不明なこと、工夫として

５つ、①体制づくりの工夫、特に制度の理解と周

知、②ストレスチェックの実施の工夫、③面接指

導への導入の工夫、④職場環境改善の工夫、⑤ス

トレスチェック制度を自社のものにする、がまと

められた。 

 「ストレスチェック制度を利用した職場環境改

善スタートのための手引き」の作成では、ストレ

スチェック制度から職場環境改善の実施までを

労働安全衛生の PDCA で整理し、手引きの骨子と

した。PDCA の各段階で何をすると良いのか、To 

Do として示しチェックをいれる形式とし、各段

階での課題とそれを克服するための工夫を紹介

した。また、産業保健スタッフや社会保険労務士、

EAP 機関の担当者にインタビューを実施し、情報

と良好事例を手引きに盛り込んだ。産業保健の実

務経験者の会で、手引き案に対する意見や提案を

頂戴する機会を得て必要な修正を行い最終版と

した。 

３）職場環境改善の工夫の検討 

文献レビューとインタビュー調査の結果から、

職場環境改善には改善イニシアティブ主体別の 4

つのバリエーションがあり、それぞれメリットな

どの特徴があることが指摘された。また、職場で

は試行錯誤を繰り返しながら、自職場の特性に合

った職場環境改善の手法を工夫していることが

明らかになった。モデル職場は、方針作成・計画

デザイン：(1)ストレスチェックの実施、(2)集団

分析、(3)事業者への報告、(4)職場報告、個別職

場、（5)職場環境改善、評価、見直し、の手順で

行われた。ファシリテータ研修における討議から、

ストレスチェック制度と職場環境改善の実施に

あたっては、多くの示唆が得られた。収集された

メンタルヘルスシンポジウムの良好事例は、職場

環境改善を組織全体の取り組みとして位置づけ、

計画的に実施している良好事例であった。外部の

支援企業が対象職場や企業の産業保健スタッフ

を支援し、継続的な改善が進んでいた。最終的に

作成した手引では、1.ストレスチェックの目的と

法的位置づけ、2.改善主体別アプローチ、3.職場

準備状況をみきわめたアプローチの 3項目をあら

たに作成した。本研究におけるマニュアル開発過

程の結果から、集団分析結果を生かすための「5

つの視点」が重要であると考えられた。この 5点

をマニュアルにどのように反映させたかも含め

て、整理した。 

４）科学的根拠によるストレスチェック質問票と

判定基準の設定 

１）労働者 1650 人の回答を得たウェブ調査で
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は、職業性ストレス簡易調査票について、厚生労

働省が推奨するカットオフポイントでは、高スト

レス者として抽出される頻度は 16.7%であったが、

陽性反応的中度は 5 割未満であった。簡略版は、

職業性ストレス簡易調査票とほぼ同等のパフォ

ーマンスを有するが、感度が低下し見落としが多

くなる可能性に留意する必要が伺われた。職業性

ストレス簡易調査票、簡略版ともに、厚生労働省

が推奨するカットオフポイントでは、陽性尤度比

は 6 程度で有益な情報が得られるレベルであった。 

２）ストレスチェックを受検した金融業事業場

の男 7356 人、女 7362 人における解析では、スト

レスチェック実施以降１年間の追跡期間に１ヶ

月以上の休業を開始するリスクは、調整ハザード

比(95%信頼区間)で、男 6.6(3.0-14.3)、女 2.8(1.3-5.8)

であった。対応する集団寄与危険割合は、

23.8%(10.3-42.6)、21.0%(4.6-42.1)であった。製造

業事業場における男 9553 人、女 2177 人における

解析で、ストレスチェック実施以降１年間の追跡

期間に１週間以上休業する相対危険は、調整オッ

ズ比で 7.5(2.2-25.3)、男女別では、男 6.7(1.6-28.9)、

女 17.1(1.4-211.2)であった。対応する集団寄与危

険割合は、 36.7%(9.8-68.4) 、 33.8%(4.8-71.3) 、

58.8%(3.3-94.9)であった。男 893 人、女 1384 人の

教育機関労働者における解析で、ストレスチェッ

ク実施以後１年間に抑うつ症状の発症もしくは

メンタルヘルス関連疾患の診断を受けたリスク

は調整オッズ比で 5.1(3.4–7.8)、集団寄与危険割合

は 15.8%(9.7-23.8)であった。後者の解析では、職

業性ストレス簡易調査票の尺度毎の解析でもス

トレスフルな群でリスク増加を観察した。 

３）一部上場企業の製造業において 2015 年２

月に実施されたストレスチェック受検者 11730 人

（男性 9553 人、女性 2177 人）で、ストレスチェ

ックの実施以後 1 週間以上の休業を開始した者の

リスク増加を、情緒的負担、役割葛藤、役割明確

さ、成長の機会、新奇性、予測可能性の項目群が

予測することを観察した。 

４）労働安全衛生法に基づくストレスチェック

制度実施マニュアルが推奨する高ストレス者の

抽出はもっとも妥当と考えられた。職業性ストレ

ス簡易調査票の簡略版およびオリジナル版にお

いて素点換算表を用いて高ストレス者を抽出し

た場合との比較では、もっともコントラストの強

いハザード比を算出できたのはオリジナル版に

おいて合計得点を用いて高ストレス者を抽出し

た場合であったが、推定リスク値に大きな差はな

かった。 

５）ストレスチェック制度における医師による面

接指導およびフォローアップのあり方に関する

研究 

ストレスチェックの結果評価から面接指導ま

での流れ、面接指導の枠組み、面接指導の内容、

面接指導の結果処理、面接指導と職場環境改善の

関連づけ、面接指導後のフォローアップの仕方、

その他の関連事項のそれぞれについて、課題およ

び問題点が整理された。 

産業医科大学卒後コース修了者への Web調査で

は、99 名（回答率 48.8％）から集計・分析の対

象としうる回答が得られた。高ストレス者の割合

は、10％程度までが 90％以上を占めた。高ストレ

ス者のうち、実際に医師面接を受けた者の割合は、

10％程度までが 85％以上を占めた。医師面接の結

果、面接を担当した医師が、報告書・意見書によ

って、就業上の配慮や職場改善を上司、人事など

に求めた例の割合は、0～10％程度が約 65％を占

める一方、30％以上も 20％以上みられた。医師面

接の結果、精神科あるいは心療内科の専門医受診

が勧奨された例は、0～10％程度が 85％以上を占

めた。 

ストレスチェック制度における医師による面

接指導のガイドライン（マニュアル）の骨子を作

成した。なお、本ガイドラインは、労働安全衛生

法に基づくストレスチェック制度実施マニュア

ル」に沿って、実質的には医師による面接指導が

円滑かつ効果的に行えるためのヒントをまとめ

たものであり、「ストレスチェック制度における

医師による面接指導のヒント集」と位置づけた。 

 

Ｄ．考察 

１．ストレスチェック制度の実施状況 

事業場調査ではストレスチェック制度の実施

率は９割近くと高かった。厚生労働省によるスト

レスチェック制度の１年目の実施状況（2017年７

月 26 日）の報告では、ストレスチェック制度の

実施が義務付けられた事業場のうち実施報告書

の提出があった事業場は 82.9%であり、これと類

似した結果となっている。労働者調査ではストレ

スチェック制度の実施は調査に回答した労働者

の約半数であったが、これは労働者が制度の実施

を認識していない、あるいは忘れてしまった可能

性があり、過小な評価になっていると思われる。

制度１，２年目のストレスチェック制度の実施率

は十分高かったと考えられる。しかし事業場規模

が小さい場合、産業医等の産業保健専門職のいな

い場合には実施率は低かった。中小規模事業場に

おける制度の実施を推進する必要がある。 

受検率はほとんどの事業場で 80％以上と高か

った。労働者調査でも受検率は高かった。この傾

向は１，２年目とも変化なかった。厚生労働省の

１年目の報告でも受検状況は 78.0%とされており、

同様の結果となっている。労働者調査では、スト

レスチェックを受検しなかった者では、時間がな

かった（39%）、受検の必要性を感じなかった
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（35%）、受検を忘れていた（24%）ことをあげた

者が多かった。ストレスチェックの有用性に関す

る情報を提供し、制度に関する関心を増やすこと、

未受検者への受検の勧奨を行うことが、受検率の

改善につながると思われる。 

事業場調査でも、労働者調査でも、高ストレス

者のうち医師面接を受けた者は少なかった。これ

は厚生労働省の１年目の報告（ストレスチェック

を受検した労働者のうち、医師面接を受けた者は

0.6%）とも一致している。高ストレスだったが医

師面接を受けなかった141名にその理由を選択し

てもらった結果では、面接指導がどのように役立

つのかが分からなかった（36%）、面接指導の必

要性を感じなかった（29%）、時間がなかった

（20%）が多かった。医師面接の内容や有用性に

関する情報を提供し、医師面接の申し出を増やす

こと、また事業場として従業員の医師面接のため

の時間の確保を行うことが、医師面接実施率の改

善につながると思われる。 

事業場調査では、ストレスチェック後の職場環

境改善は１年目に 37％、２年目に 44％が実施し

ていた。ストレスチェック後の職場環境改善活動

の普及が進みつつあると考えられる。しかし従業

員参加型の職場環境改善の実施は４～８％であ

り、労働者調査の報告（ストレスチェック後に職

場環境改善を経験した者は 3％程度）と一致して

いた。厚生労働省の１年目の報告では、集団分析

を実施した事業場は全体で 78.3%あったが、実際

に職場環境改善まで実施した事業場はこれより

も少ないと思われる。また最も効果的とされる従

業員参加型の職場環境改善を実施した事業場も

まだ限られている。職場環境改善の有効性や方法

についての一層の情報提供が必要と思われる。 

ストレスチェック制度の費用は１、２年目とも

変わらず従業員１人あたり 1700円前後であった。

ストレスチェック実施を外注している事業場は

８割近くあり、経費総額のおよそ半分をこの外注

費が占めていた。ストレスチェック制度の費用は

法制化前よりも増加していた。法制度化されたこ

とで、守秘を厳密に保ってストレスチェックを実

施することが求められたために、ストレスチェッ

ク実施を外注したことが費用を増加させた要因

と推測される。 

 

２．ストレスチェック制度の効果 

ストレスチェック制度を法制度後に初めて開

始した事業場では、未実施の事業場にくらべてメ

ンタルヘルス対策を今後拡充すると回答した割

合がより多くなっていた。またメンタルヘルス不

調の早期発見と対応を新規に開始した割合が高

かった。ストレスチェック制度の実施にともない、

事業場の職場のメンタルヘルス対策に対する態

度や対策の推進が促進されている可能性がある

と考えられる。 

ストレスチェック後の職場環境改善は労働者

に対する１年目調査では、心理的ストレス反応の

改善と関連していた。２年目調査では、２年間の

労働生産性の増加と有意な関連性を示した。スト

レスチェック後の職場環境改善は労働者の心理

的ストレスの改善および生産性の増加に効果が

あると思われた。しかしストレスチェックの受検

のみでは労働者の心理的ストレス反応あるいは

生産性の改善に効果はみられなかった。 

労働者による有用性評価でも、職場環境改善の

有用性が約半数の回答者から報告されているの

に対して、個人結果の有用性、ストレス対処のヒ

ントの有用性は３割弱と低かった。 

平成 25、27 年労働安全衛生調査、および制度

施行後の平成 28 年労働安全衛生調査に基づく解

析でも、同様の傾向が確認された。ストレスチェ

ックの実施は、労働者の仕事関連ストレスとは関

連しなかった。一方、ストレスチェック後の職場

環境改善の実施は、仕事関連ストレスの少なさと

関連していた。集団分析の結果に基づく具体的な

職場環境改善活動が実施されなかった３つ事業

場の調査でも、制度の導入によって労働者の心理

的な負担が軽減されたとは言えなかった。 

以上から、ストレスチェック制度においては、

ストレスチェック後の職場環境改善がメンタル

ヘルスを改善するために効果的な方法であるこ

とが示された。一方、個人結果の返却やストレス

対処のヒントの提供については、性別や年齢層を

考慮しながら、その方法の改善が求められる。 

労働者の追跡調査からは、医師面接に対する労

働者による有用性評価は高かった。しかし 本研

究では、医師面接のストレス軽減効果や生産性向

上効果は明かにできなかった。制度における医師

面接は一定の有用性があると思われるが、その効

果を明かにするためには研究デザインを工夫し、

さらに医師面接の効果を検証してゆくことが必

要である。 

 

３．教育研修，ストレスマネジメントの工夫の検

討 

平成 21－23 年度に作成された科学的根拠

（EBM）に基づく個人向けストレス対策のガイド

ライン（セルフケアガイドライン）に関して，作

成後に発表された科学的根拠のレビューを行い，

ガイドラインの内容をアップデートした。 

また、ストレスチェックの結果を受け取った労

働者のセルフケア支援を、個別面接によって行う

際の手順と必要なツールである個別面接支援マ

ニュアル（バージョン 1）を作成した。さらにこ

のうち主要な内容を抽出したマニュアル（バージ
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ョン 2）を作成し、ストレスチェック実施後にマ

ニュアルを活用した面接をモデル事業所で実施

してその効果評価を行って肯定的な結果を得た。

最終的に専門家からの意見を収集し，マニュアル

をバージョン 3 として完成させた。これらのセル

フケアガイドラインおよび個別面接支援マニュ

アルは、ストレスチェック後のストレスマネジメ

ントの情報提供、保健指導の中で効果的に活用で

きると思われる。 

 

４．職場環境改善の工夫の検討 

産業保健スタッフ等からの意見聴取により多

くの課題とともに様々な工夫も紹介された。手引

き作成の過程で研究会に参加したり産業保健ス

タッフ等を対象としてインタビューを実施する

中で、メンタルヘルス対策に対する経営層の理解

とリーダーシップがもっとも重要という声が多

かった。 

またストレスチェック、あるいは職場環境改善

という言葉から、よくないところを探す、修正す

るという意識を持つ労働者も多いことが分かり、

まずは職場の良い点に目を向けて、できているこ

とを確認することからスタートすること、新職業

性ストレス簡易調査票等を用いてポジティブな

側面も集団分析に含めることも良案であること

が多くの関係者から聞くことができた。 

 産業保健スタッフ等の意見聴取にもとづき、

特に集団分析、職場環境改善を事業場でどのよう

に行うか、が多くの事業場で課題と認識されてお

り、ストレスチェックの実施から職場環境改善へ

の取り組みをすすめやすくすることを目的とし

た手引きを作成した。産業保健スタッフ等による

ワークやインタビュー、研究会での議論の内容を

参考にしながら作成した。ストレスチェックの実

施を PDCA の流れで説明し、何をすべきか、TODO

の形で示すなど工夫した。今後も改良を加えさら

に有用な手引きにしていく必要がある。 

一方、「いきいき職場づくりのための参加型職

場環境改善の手引き」は最も科学的根拠のある参

加型職場環境改善のマニュアルである。この手引

きは、モデル事業場での取り組み成果、ファシリ

テータ研修の成果、好事例収集結果を活用して、

マニュアルを作成された。このマニュアルは、「①

手引きの目的と使い方」「②ストレスチェック制

度と職場環境改善」「③職場環境改善の進め方」

「④こころの健康づくりに役立つ職場環境のと

らえ方」「⑤さらに詳しく知りたい方のために」

「⑥職場環境改善に用いるツール」の 6 章構成と

した。本マニュアルの活用による職場環境改善の

取り組みが期待される。 

職場環境改善については、職場環境改善の支援

ツールの開発と普及、ツールを利用できる人材育

成も必要である。例えば、産業保健総合支援セン

ター等のチャンネルを通じたツールの普及や、事

業外労働衛生機関や事業者団体等と連携した職

場環境改善ツールの普及やファシリテータ研修

の実施が望まれる。 

 

５．科学的根拠によるストレスチェック質問票と

判定基準の設定 

ストレスチェック制度実施マニュアルが示す

高ストレス者の判定基準は、予測妥当性の観点か

ら妥当であり、職業性ストレス簡易調査票のオリ

ジナル版、簡易版、また、指標の算出法では、回

答の点数を単純に合計する方法、素点換算法を使

用する方法共に、有用と考えられた。 

高ストレス者の頻度、健康影響および集団に対

するインパクトは、事業場によって異なるものの、

高ストレスによる健康障害は統計学的に有意な

インパクトを有することが明らかとなり、ストレ

スチェック制度で推奨される高ストレス者の判

定基準は妥当であり、ストレスチェックに基づく

ストレス対策を行うことの合理性を支持するも

のと考えられた。一方で、マニュアルで推奨され

る基準で把握される高ストレス以外で健康障害

を予測するストレス要因があることを認識し、管

理監督者や労働者の意見を聞くなどして有害要

因の把握と対策に努めることが大切である。職業

性ストレス調査票を利用するのであれば尺度毎

の解析を行うことや、新職業性ストレス簡易調査

票を利用することも可能である。 

ストレスチェック制度のマニュアルで推奨さ

れている高ストレスの判定について、スクリーニ

ングとしては一定の有用性（メンタルヘルス不調

疑いをアウトカムとするとき尤度比６）を持つこ

とから、ストレスチェックの結果を用いた予防対

策をとることが適切であると考えられた。 

 

６．ストレスチェック制度における医師による面

接指導およびフォローアップのあり方に関する

研究 

「ストレスチェック制度における医師による

面接指導のヒント集」（2018 年版）（面接指導

ヒント集）を作成した。このヒント集は、医師に

よる面接指導を標準的に実施する参考資料とな

ると期待される。 

今後は、面接指導ヒント集を学術学会、産業保

健に関する研修会等で広く紹介し、多くの職場で

活用を検討してもらうとともに、その使用結果に

ついての情報を収集し、必要に応じて改訂を試み

る。 

 

７．本研究の成果と今後の課題 

本研究では、ストレスチェック制度の実施状況
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と効果を労働者調査、事業場調査、労働安全衛生

調査の解析、特定の事業場の追跡調査の多様な方

法により評価した。その結果、ストレスチェック

制度施行１、２年目の実施率および受検率は高い

が、医師面接および職場環境改善の実施は少ない

ことが明かとなった。またストレスチェック制度

の中で、ストレスチェック後の職場環境改善が労

働者の心理的ストレス反応および生産性の向上

に効果がある可能性を報告した。このことから、

制度の中で努力義務として位置づけられている

ストレスチェック後の職場環境改善を一層普及

することが重要であることが明確になった。 

本研究では、ストレスチェック制度をより効果

的に運用するため工夫のためのマニュアル等を

開発した。「個別面接支援マニュアル」、「スト

レスチェック制度を利用した職場環境改善スタ

ートのための手引き」、「いきいき職場づくりの

ための参加型職場環境改善の手引き」、「ストレ

スチェック制度における医師による面接指導の

ヒント集」に基づき、ストレスチェック制度がよ

り効果的に実施されることが期待される。またス

トレスチェック制度のマニュアルで推奨されて

いる高ストレスの判定法に一定の科学的根拠が

あることが明確になったことは、今後ストレスチ

ェックの結果を用いた予防対策をとる上で有用

であると考えられた。 

一方、本研究の成果を踏まえて、制度を効果的

なものとするための今後の課題として、以下があ

げられる。 

１）職場環境改善の普及 

ストレスチェック制度により労働者のストレ

スや精神健康を改善するためには、ストレスチェ

ック後の職場環境改善を普及することが重要で

ある。本研究で開発された「職場環境改善スター

トのための手引き」は、職場環境改善をこれから

導入しようとする事業場にとって有用と思われ

る。一方、事業者がもっと職場環境改善に関心を

持つように、その重要性や有用性の啓発を産業保

健総合支援センターの他、商工会議所など労働安

全衛生以外のルートからも進めることが望まし

い。 

現時点では職場環境改善の方法はさまざまで

あり、できるだけ効果的な職場環境改善の方法を

普及させる必要がある。従業員参加型による職場

環境改善はその有効性に科学的根拠のある対策

であり、本研究で開発されたマニュアルやツール

を活用して従業員参加型職場環境改善が普及す

ることが期待される。しかしながら、同時に従業

員参加型職場環境改善を実施できる人材の養成

も必要である。例えば、産業医、看護職、衛生管

理者、人事労務担当者を対象とした従業員参加型

職場環境改善のファシリテータ研修を全国で実

施、普及させることなどが考えられる。 

２）結果通知、ストレスマネジメントの情報提供

の改善 

ストレスチェックの結果通知、ストレスマネジ

メントの情報提供を労働者にとって有用で効果

的なものとするために、さらなる工夫が望まれる。

現在は、職業性ストレス簡易調査票の標準的な結

果通知（ストレスプロフィール）、労働安全衛生

法に基づくストレスチェック制度実施マニュア

ルに記載の結果通知の方法が使用されていると

想定される。しかしこれだけでは労働者にとって

不十分な可能性がある。労働者がなぜ有用性を感

じていないのかについてさらに詳細な情報を収

集し、結果通知や情報提供の方法を改善すること

が望まれる。性別や年齢、職種によって有用な助

言や情報が異なる可能性もあり、労働者の属性に

応じた結果通知や情報提供を行うことも考えら

れる。結果通知、ストレスマネジメントの情報提

供の方法についてさらに工夫や技術開発が進め

られる必要がある。 

３）医師による面接指導の実施率の向上 

医師による面接指導については、面接指導を受

けた労働者からの報告では、比較的有用性が高か

った。一方で、高ストレス判定者中の医師による

面接指導の実施率は５％未満と低い事業場が多

い。医師による面接指導の実施率を向上させる取

り組みが必要である。医師面接を受けなかった高

ストレス判定者の調査からは、情報提供や面接を

受けやすくするための工夫や配慮がむしろ重要

と思われた。医師による面接指導に関する事業場

の方針、内容や有効性について労働者一般および

高ストレス判定者に対して十分な啓発や情報提

供が行われるべきである。一方、医師面接の内容

の標準化をはかることも重要である。本研究で開

発された「ストレスチェック制度における医師に

よる面接指導のヒント集」を活用し、医師面接の

方法について産業医・その他の医師に情報提供や

研修を実施し、効果的な医師面接が提供されるよ

うにすることも望まれる。 

一方で高ストレス者のうち７％程度は医師面

接ではなく法定外の健康相談を受けていた。特に

一定規模以上の事業場で、保健師等の産業保健専

門職がいる場合には、できるだけ多くの高ストレ

ス者に保健指導やストレスマネジメント指導を

提供するために、医師面接以外の健康診断という

選択肢を提案していることが考えられる。こうし

た取り組みはできるだけ多くの高ストレス者に

予防対策を提供しようとする試みとして評価で

きる。このような保健指導では、本研究で開発さ

れた「個別面接支援マニュアル」が活用されるこ

とが期待される。 
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４）中規模事業場でのストレスチェック制度の推

進 

事業場規模が小さい場合にストレスチェック

および職場環境改善の実施率は低い。中規模事業

場でのストレスチェック制度の取り組みを推進

する方策が必要である。制度が義務化されている

従業員 50 人以上規模の事業場については、制度

の確実な履行を求めると同時に、努力義務である

職場環境改善についても実施を推奨することが

望まれる。 

制度が義務化されていない従業員 50 人未満規

模の事業場についても、本研究では半数以上の事

業場がストレスチェックに取り組んでいたこと

から、従業員 50 人未満規模の事業場におけるス

トレスチェックと職場環境改善の好事例を収集

し周知することで、本制度を普及することが望ま

れる。こうした中小規模事業場向けの周知・啓

発・普及活動は、産業保健総合支援センターの地

域窓口（地域産業保健センター）の他、商工会議

所、中小企業団体関係団体など経済団体のルート

から進めることが考えられる。 

 

５）各事業場での PDCA を回す取り組み 

 ストレスチェック制度が導入されて２年間余

りが経過し、初期の技術的な課題や困難に直面し

ながらも多くの事業場がこの制度の運用をする

ようになっている。しかし制度を機械的に導入す

るだけでは効果的な運用になっていない場合も

ある。各事業場で、１，２年目のストレスチェッ

ク制度の実施状況を見直し、より効果的な取り組

みになるように衛生委員会などで審議し改善し

てゆくことが望まれる。ストレスチェック制度３

年目以降においては、ストレスチェック制度に関

するこのような PDCA を、心の健康づくり計画あ

るいは事業場の労働安全衛生計画とともに回し

てゆくことが事業場での課題となる。 

 

Ｅ．結論 

ストレスチェック制度施行１，２年目には、実

施事業場の割合および受検率は高く、医師面接の

割合は低かった。職場環境改善の実施は増加傾向

にあり、労働者の仕事関連ストレスの軽減、生産

性の向上に効果がある可能性が示された。現在推

奨されている高ストレス者の判定法の妥当性が

確認された。セルフケア支援、職場環境改善（導

入版と参加型職場環境改善）、医師による面接指

導のマニュアルあるいはヒント集が完成した。今

後の課題として、①結果通知、ストレスマネジメ

ントの情報提供の方法の改善、②ストレスチェッ

ク後の職場環境改善の普及、特に効果的な手法の

普及、ツール開発、ファシリテータ研修の普及、

③高ストレス者に対して医師面接の実施率を向

上させる、あるいは法定外の健康相談を推奨する

取り組み、④中規模事業場での取り組みの推進、

⑤各事業場での PDCA を回す取り組みの推進が

あげられた。 

 

Ｆ．健康危機情報 

 該当せず。 
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